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（
総
務
委
員
会
）

通
勤
の
範
囲
の
改
定
等
の
た
め
の
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
及
び
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
（
閣
法
第
二
五
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
制
度
と
の
均
衡
を
図
る
た
め
、
通
勤
の
範
囲
を
改
定
す
る
と
と
も
に
、
労
働
者
災
害

補
償
保
険
制
度
と
の
均
衡
を
考
慮
し
た
機
動
的
な
対
応
を
可
能
と
す
る
た
め
、
障
害
等
級
ご
と
の
障
害
に
つ
い
て
、
人
事
院
規

則
又
は
総
務
省
令
で
定
め
る
こ
と
と
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

一
、
複
数
就
業
者
の
就
業
の
場
所
か
ら
勤
務
場
所
へ
の
移
動
及
び
単
身
赴
任
者
の
赴
任
先
住
居
と
帰
省
先
住
居
と
の
間
の
移
動

を
通
勤
の
範
囲
に
加
え
る
。

二
、
障
害
等
級
ご
と
の
障
害
に
つ
い
て
、
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
に
あ
っ
て
は
人
事
院
規
則
で
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法

に
あ
っ
て
は
総
務
省
令
で
定
め
る
。

三
、
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


